
 防 衛 省 仕 様 書 改 正 票 Ｄ Ｓ Ｐ 
  

 

Ｎ ５１２５Ｃ（１）  

 
 オレンジスプレッド 制定 昭和 １７． ３．２９ 

 改正 平成 ３０． ６．２６ 

（ＪＡＭ） 

 

 この改正票は，ＤＳＰ Ｎ ５１２５Ｃ（オレンジスプレッド）についてのものであり，ＤＳＰ 

Ｎ ５１２５Ｃと併用される。 

 

 

4.1 包装 表４－包装 外装（段ボール箱）規定欄 中 

 “1． ＪＩＳ Ｚ １５０６の複両面段ボール箱１種，ただし，破裂強さは，３，４３４ｋＰａ以上のもの又はこれと同等以上

のものとする。” を “1． ＪＩＳ Ｚ １５０６の複両面段ボール箱１種とする。” に改める。 

 

4.2 包装の表示 を次のように改める。 

4.2 包装の表示 

4.2.1 個装の表示 

個装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，食品衛生法，計量法及び容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律の規定に基づき，図１の a)に示す表示を表面に，図１の b)に示す表示を裏面に黒でにじみ及

び退色しにくいものを用いて包装用フィルムに鮮明に印刷するものとする。 

 

 
             a) 表面                     b) 裏面 
  注記 食品衛生法及び関連規則に基づき名称，原材料名等（添加物に含まれる特定原材料等を含む。）を記入する。 

注 a) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に規定するプラスチック製包装容器識別マーク

及び役割名を記入する。 

       例   プラ 
      容器 

      包装フィルム 
b) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。 

図１－個装の表示 

 

 

 

 原材料名  
 水あめ、砂糖、濃縮混合果汁（オレンジ 80％、 

オレンジスプレッド うんしゅうみかん 20％）、クエン酸、コーンスターチ、 
a) 

 転売禁止  
ゼラチン、香料、食用黄色５号 

 賞味期限 例 ２０２２．３  内 容 量 ４１ｇ 
 防 衛 省  
 製 造 者 b) 



２． 

Ｎ ５１２５Ｃ（１） 

4.2.2 内装の表示 

内装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１の表示・標識によるほか，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図２に示

す表示を表面に黒でにじみ及び退色しにくいものを用いてポリエチレン袋に鮮明に印刷するものとする。 

 

 

 

 

                     

 

 

注記 用字及び書体は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１による。 

注 a) 転売禁止は，外枠中上部に表示する。 

b) 製造者の住所及び名称又はその略号を記入する。 

c) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に規定するプラスチック製包装容器

識別マーク及び役割名を記入する。 

図２－内装の表示 

4.2.3 外装の表示 

外装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１の表示・標識によるほか，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次に示す

項目を２面及び４面に行うものとする。また，５面及び６面には，品名(製品の呼び方)及び転売禁止が確認できる表示をする。 

a) 調達要求元の標識 防衛省 

b) 用途 非常用糧食 1） 

c) 物品番号 ８９３０－００３－２３２１－５ 

d) 品名(製品の呼び方) オレンジスプレッド 

e) 内容量 ４１ｇ × １９２食分 

f) 質量 2) 

g) 寸法 3) 

h) 調達年度（納期の年月） 

例 ２０１８年度調達品（２０１９．３納） 

i) 契約の相手方の名称又はその略号 

j) 賞味期限 

例 賞味期限 ２０２２．３ 

k) ロット番号 

l) 転売禁止表示 

   例  転売禁止  

注1) 楷書で朱書する。 

2) 見掛質量として，平均質量（㎏）を記入する。  

3) 縦×横×高さの外のり寸法を（㎝）記入する。 

 

原案作成部課等名を，次のとおり改める。 

原案作成部課等名：防衛装備庁 装備政策部装備制度管理官付類別・標準化企画室 

 

 転売禁止  a) 

防 衛 省 
８９３０－００３－２３２１－５  

オレンジスプレッド  

内 容 量 ４１ｇ × ２４食分  

賞味期限 例 ２０２２．３  

製 造 者 b) プラ  c) 



 防 衛 省 仕 様 書  Ｄ Ｓ Ｐ 

  
 

Ｎ  ５ １ ２ ５ Ｃ  

 
 オレンジスプレッド 制定 平成 １７． ３．２９ 

 改正 平成 ２７． ８．２８ 

（ＪＡＭ） 

 

1 総則  

1.1 適用範囲 

この仕様書は，オレンジスプレッドについて規定する。 

1.2 製品の呼び方 

製品の呼び方は，表１による。 

表１－製品の呼び方 

製品の呼び方 物品番号 

オレンジスプレッド ８９３０－００３－２３２１－５ 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又

は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｋ １４０８ けい酸ナトリウム（けい酸ソーダ） 

ＪＩＳ Ｚ １５０６ 外装用段ボール箱 

ＪＩＳ Ｚ １５０７ 段ボールの形式 

ＪＩＳ Ｚ １７０２ 包装用ポリエチレンフィルム 

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 

果実飲料の日本農林規格（平成１０年農林水産省告示第１０７５号） 

飲食料品及び油脂についての検査方法（昭和５１年農林省告示第１０７４号） 

b) 法令等 

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

計量法（平成４年法律第５１号） 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号） 

 

 

2 製品に関する要求 

2.1 全般 

この製品は，食品衛生法及び関連規則に基づき製造されたものでなければならない。 

2.2 材料 

材料は，表２による。 

 

 



２ 
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表２－材料 

項目 規定又は基準 

濃縮混合果汁（オレンジ８０ ％， 

うんしゅうみかん２０ ％） 

特有の色と風味を有し，異味異臭がなく，果実飲料の日本農林規格に 

規定される濃縮混合果汁とする。ただし，着色剤，調味料，乳化剤，その 

他の異物を含まないものとする。 

砂糖 上白糖（水分１.５ ％以下，糖度９６ ％以上） 

水あめ 食品衛生上有害な物質を含まず，異味異臭のないもの 

酸味料 クエン酸とし，食品衛生法の食品添加物公定書に規定されたもの 

添加物 ａ） コーンスターチ 白色又は淡黄色で色沢良好な粉末状のもので，水分１４ ％以下のもの 

ゼラチン 牛由来の原材料は，特定危険部位を使用しないものとする。 

香料 かんきつ精油 

食用色素 食品衛生法の規定による食用黄色５号 

注 ａ） 製品を安定させるもの，特に温度による粘度ヘの影響を小さくするものとし，食品衛生上無害で，製品の 

風味を劣化させないもの 

2.3 加工 

2.3.1 ひょう（秤）量 

ひょう（秤）量は，2.3.2 を基準にして１仕込み分をひょう（秤）量する。 

2.3.2 配合 

配合は，表３を標準とする。 

表３－配合 

単位 ％ 

材料 配合 

水あめ ５９.０ 

砂糖 ３０.０ 

濃縮混合果汁（オレンジ８０ ％， 

うんしゅうみかん２０ ％） 
１０.０ 

酸味料   ０.５６ 

添加物   ０.４４ 

2.3.3 溶解・濃縮加工 

2.3.2 の水あめ及び砂糖に水を加え，加熱，撹拌，溶解し濃縮する。 

2.3.4 混合・ろ過 

2.3.3 により濃縮したものに 2.3.2 の濃縮混合果汁（オレンジ８０ ％，うんしゅうみかん２０ ％），酸味料及び添加物を加え，

十分撹拌融合したのち，ろ過して仕上げる。 

2.3.5 充てん 

2.7 に規定するポリエチレンチューブに充てん後，冷却する。 

2.4 密封 

2.3.5 により冷却したポリエチレンチューブをキャップで完全に密栓する。 

2.5 内容量 

４１ ｇ以上とする。 

 

 

 



３ 

Ｎ ５１２５Ｃ 

 

2.6 品質 

2.6.1 可溶性固形分 

可溶性固形分は，８２ ％以上とする。 

2.6.2 品位 

品位は，次による。 

a) 色沢及び香味が良好で，異味異臭がないものとする。 

b) 異物の混入がないものとする。 

c) ポリエチレンチューブ内に，著しい気泡を認めないものとする。 

2.7 容器 

容器は，付図 1 を標準とし，材質は，低密度ポリエチレン製とする。 

 

 

3 品質保証 

3.1 試料の抜取り 

試料の抜取りは，飲食料品及び油脂についての検査方法の第１方式検査方法による。ただし，包装及び包装の表示につい

ては，抜取箱数を試料とする。 

3.2 ロットの大きさ 

ロットの大きさは，最大２００，０００食とする。 

3.3 監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，表４によるものとし，端数がある場合には，これに準じて行うものとする。 

表４－包装 

区分 規定 要領 

 個装  包装用フィルム  ＪＩＳ Ｚ １７０２の１種，厚さ０．０５ 

ｍｍ以上とする。 

オレンジスプレッド４１ ｇ以上を容器に充てん

し，キャップで完全に密封した後，包装用フィル

ムに納め，口部を熱密着する。 

 内装  ポリエチレン袋 ポリエチレンチューブ２４本をポリエチレン袋に

納めた後，口部を熱密封する。 
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                                     注記１ キャップのねじ山と本体のねじ山は一致させる。 

                                          注記２ 寸法は，標準とする。 

 

図番 付図１ 名称 ポリエチレンチューブ 尺度 ― 

防     衛     省 
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